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教育基本法には、教育の目的として「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社

会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行なわなければならな

い。」とうたわれています。 
今日の社会は、国際化、科学技術や高度情報化の進展、地球規模での環境問題の深刻化、少子高

齢社会の進行、家族・地域を取り巻く環境及び価値観やライフスタイルの変化など急速に移り変わ

っています。それに伴って、人間関係や地域における連帯意識が希薄化し、これまで家庭や地域で

培ってきた教育力が低下しつつあるといわれています。	また、学校教育においても、学力の向上は

今日的な最重要課題でありますし、不登校やいじめ、問題行動など多くの課題を抱えています。	

このような情勢を背景に、子どもたちの現状を踏まえ「生きる力」を育むという基本理念のもと、

小学校は平成23年度から、中学校は平成24年度から新しい学習指導要領が全面実施されました。	

さらに、平成27年度から教育委員会制度改革として、首長主催の総合教育会議や教育大綱「組む」

が策定され、8月には「こども教育部」となり、今までと異なった教育行政となっています。	

こうした中、武雄市では平成 26 年度から全国初となる公教育での市内全小学校にタブレット端末

を導入、平成 27 年度には全中学校へ導入しており、新しい教育スタイルへの変換期となります。	

また、「官民一体型学校」を平成 28 年度は５校、本年度は１校、また平成 32 年度までにはすべて

の小学校で行い、官と民の活力を相乗的に活かした教育の在り方を積極的に模索していきます。	

武雄市の教育には、一人ひとりが豊かな人間性を培い、生涯にわたって自ら学ぶ意欲を養うなど、

生きる力を育むとともに、進展する社会に創意を持って対応し、文化の創造や産業の振興など社会

や地域の発展に貢献できうる心身ともにたくましい市民を育成することが求められています。	

もっとも、武雄市における教育の振興は、教育理念や制度の確立、具体的施策の拡充だけでは達

せられるものではなく、教育保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園等）・学校・家庭・地域がそ

れぞれの教育力の向上を図り、社会を挙げて教育に取り組むことで、初めて実効あるものとなります。 
そのため、教育の推進にあたっては、 
・教育保育施設は、幼児期の心身の健全な発達を育み、集団生活を通して他者との関わりや、一

人ひとりがかけがえもない個性ある存在としての認識を育むものとする。 
・学校は、教育の専門機関として、確かな学力の定着や心と体の育成など、自立した個人として

実社会・実生活を生き抜く基礎となる資質・能力を育むものとする。	

・家庭は、教育の出発点として、基本的な生活習慣や社会における規範意識など、学校生活、社

会生活などで求められる基礎的な素養を育むものとする。	

・地域は、人間性・社会性などを幅広く育む場として、多様な人材や資源を活かして学校や家庭

での教育を支援するとともに、さまざまな教育・学習活動の機会を提供するものとする。	

との基本的な役割分担のもと、教育保育施設・学校・家庭・地域が相互に連携しつつ、社会全体で

教育的風土の醸成を進め、「未来を担うすべてのこどもを主人公に」心の通った市民総参加による教

育のまちづくりに努めます。	

	

	 	 平成 29年 4月 
武 雄 市 教 育 委 員 会 
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１．武雄市教育を取り巻く現状と課題 
・	 幼児期の発達は、連続性を有するものであるとともに、一人ひとりの個性差が大きいもので

あることに留意しつつ、発達に応じた適切な保護者の関わりや、質の高い教育・保育や子育て

支援の安定的な提供を通じ、その間の子どもの健やかな発達を保障することが必要です。 
・	 学校教育では、子どもたちが、自ら考え、意見や目標を持ち行動できる力、すなわち「生き

る力」を育むことが求められています。そのためには、基礎的・基本的な知識・技能を修得さ

せ、確かな学力を身につけさせる必要があります。 
また、規範意識、道徳心の低下、不登校やいじめ問題、人間関係の希薄化など心に関わる問

題が多くなってきており、豊かな人間性や社会性を育む心の教育の充実が望まれています。 
さらに、様々な活動に参加したり、学んだりするための基礎となる健やかな身体を育むとと

もに、食育の充実や基本的な生活習慣の定着を図ることも重要です。 
・	子どもの貧困は、今や社会的な問題として取り上げられています。未来を担う子ども達が夢と

希望が持てる社会の実現を目指し、地域の実情に応じた施策で取り組むことが重要です。 
・	 生涯学習では、社会構造や価値観が大きく変化し続ける現代社会において、いかに豊かで充

実した人生を送ることができるかが、大きな関心事となっており、市民がそれぞれの生活にフ

ィットした生きがいづくりに取組むことのできる環境整備が求められています。 
また、市民の健康づくりを通じて、元気な地域づくりにも繋がる取組みを積極的に行い、だ

れもが気軽にスポーツを楽しむことができる生涯スポーツの推進が求められています。 
・	本市には、歴史や風土に育まれた多様な文化や伝統、さらに学術的に価値の高い多くの遺跡や	

歴史上重要な資料が数多く残されており、これら文化財の保護・整備・活用を行い、後世に引

き継ぎ、郷土を愛する心を醸成する必要があります。	

・	 子どもたちが安心して生活できる環境づくりのため、「地域の子どもは地域で育てる」の視点

の下、教育保育施設・学校・家庭・地域社会が一体となった取組みを進める必要があります。	

	 	 そのためには、学校が地域の核となり、地域と共にある学校づくりが必要です。	

・	 教育保育施設・学校施設については、子どもたちにとって一日の大半を過ごす学習・生活の

場であり、安全で安心な教育環境の整備が重要です。また、地域住民の様々な活動や災害時の

応急避難場所としての機能も果たせるよう計画的な整備を進める必要があります。 
・		 子どもたちが、自分が生まれ育ったふるさとを誇りに思い、今後の武雄市を担う世代を育成

するため、教育保育施設・学校・家庭・地域・諸機関・事業所など市民を挙げて教育を推進し

ていくことが重要です。	

	

２．武雄市教育大綱 
	 	 	 平成２７年１０月に市長部局と教育委員会が協議・調整を行い、「武雄市教育大綱」を策定し

ました。この大綱の期間は平成２７年度から平成３０年度までの４年間です。	

	

	

	
教育大綱：「組む」	 基本理念：未来を担うすべてのこどもを主人公に 

指針①０歳からの郷土愛	 	 指針②徹底的家庭応援	 	 指針③２１世紀型スキル 
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教育大綱「組む」	

	 	 既成概念にとらわれず、情報を共有し、地域、家庭、企業、さまざまな機関が連携、

チャレンジ、実践します。	

	 	 	

指針①「０歳からの郷土愛」	

すべての子どもたちに、ライフステージに応じた育ちと学びの機会と多様な選択肢

を提供し、学ぶ楽しさを生涯にわたって実感できる武雄市をめざします。	

	 	 子どもを中心に、地域の人々がつながることで、にぎわいを創出し、ぬくもりを感

じるまちづくりを行います。	

	

指針②「徹底的家庭応援」	

安心して子育てができる環境を構築し、子どもの笑顔が溢れる社会を実現します。	

	 	 保護者の学びの機会を増やし、子育ての楽しさや喜びを実感できる社会づくりを進

めます。	

	

指針③「２１世紀型スキル」	

ＩＣＴ利活用教育や花まる学習など様々な手法により、協働的問題解決能力など、

これからの時代に必要なスキルを身に着け、新たな時代を生き抜く力を育成します。	

	

	

３．基本目標 
	 武雄市教育の現状・課題、及び武雄市教育大綱「組む」・基本理念・指針①～③を踏まえ、武雄市

教育委員会では、次の５つの項目を基本目標として定め、教育の振興に取り組みます。	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜＜基本目標＞＞ 

Ⅰ	 幼児期からの子どもたちの知・徳・体を高く調和させる教育の推進 

Ⅱ	 市民一人ひとりの生きがいを高める生涯学習・生涯スポーツの推進 

Ⅲ	 明日につながる伝統文化の継承と多彩な文化の創造 

Ⅳ	 豊かな学びを支える教育環境の整備 

Ⅴ  協働する市民総参加による教育の推進 

 



- 4 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 	 教育保育施設は、幼児期の心身の健全な発達を育み、集団生活を通して他者との関わりや、一人

ひとりがかけがえもない個性ある存在としての認識を育むものとする。 
学校は、教育の専門機関として、確かな学力の定着や心と体の育成など、自立した個人として実

社会・実生活を生き抜く基礎となる資質・能力を育むものとする。 
	 家庭は、教育の出発点として、基本的な生活習慣や社会における規範意識など、学校生活、社会

生活などで求められる基礎的な素養を育むものとする。 
	 地域は、人間性・社会性などを幅広く育む場として、多様な人材や資源を生かして学校や家庭で

の教育を支援するとともに、様々な教育・学習活動の機会を提供するものとする。 

 

 

幼稚園、保育所、 

認定こども園等 
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 幼児期からの子どもたちの知・徳・体を高く調和させる教育の推進 

「知」とは、知識や技能はもちろん、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的 
に行動し、よりよく問題を解決する資質や能力等を含めた「確かな学力」です。 
「徳」とは、豊かな心・豊かな人間性を身につけることです。園児・児童生徒が友達や教師 
とともに学び合い活動し、自分がかけがえのない一人の人間として大切にされ、頼りにされて 
いることを実感でき、存在感と自己実現の喜びを味わえるよう取組みを進めていきます。 
「体」とは、健やかな身体です。健康や体力は、知性を磨き、知力を働かせて活動していく 
源であり、「生きる力」の極めて重要な要素です。 
この、「知」「徳」「体」を高く調和させる教育を推進します。 
また、平成 32年度に小学校、平成 33年度に中学校と、順次実施される新しい学習指導要領 

に対応できるよう、体制づくりを行っていきます。 
 
【重点事項１】確かな学力の育成	  
	

確かな学ぶ力を育むために、児童生徒一人ひとりの状況を知り、指導方法の工夫・改善に努め、

保護者や市民と手を携えて、学力の向上を目指します。また、スマイル学習（武雄式反転授業）を

活用し、家庭学習習慣の定着を目指します。	

●	 学力の現状把握と指導の充実、土曜日等の効果的な活用 
●	 家庭学習習慣の定着	 	 ●	 読書活動の推進	 	 ●外国語教育の推進 

 
【重点事項２】ICT教育の推進	  
	  
	 タブレット端末や電子黒板等の ICTを活用した教育において、協働型の授業など、次世代の子ど
も達が「何ができるようになるか」、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」を基本に、これからの時

代に求められる資質・能力の向上に繋げます。 
●	 ＩＣＴ機器を活用した教育環境の整備・充実 

 
【重点事項３】豊かな心の育成	  
	

豊かな心を育むために、道徳教育やボランティア活動、自然体験・社会体験などの体験活動の充

実を図ります。学校・家庭・地域社会・関係諸機関が連携し、不登校やいじめ、問題行動等への対

応と相談体制の充実を図ります。	

人権・同和教育、特別支援教育を積極的に推進するとともに、地域の実態や特性を生かした学校

づくりにも取り組みます。	

	 性や薬物に関する知識や理解を深め、心身ともに健康でいられるよう保護者、地域と一緒になっ

て健康教育に取り組みます。 
●	 道徳教育の充実	 	 	 	 	 	 ●	 不登校やいじめ、問題行動への対応と相談体制の充実 
●	 人権・同和教育の充実	 	 	 ●	 特別支援教育の推進	  
●	 健康教育の推進	 	 	 	 	 	 ●	 情報モラル教育の推進 



- 6 - 
 

	  
【重点事項４】たくましい身体の育成	  
	

たくましい身体を育むために、基本的な生活習慣の定着と「食」の大切さの理解を深める教育を

推進します。また、運動に親しみ、体を鍛えることを奨めるとともに、健康で安全な生活を送るこ

との大切さを理解させていきます。	

●	 基本的生活習慣の定着	 	 	 ●	 食育の推進	 	 	 ●	 体力・生涯体育の基礎づくり 
 

【重点事項５】幼・保・小・中・高連携の推進	  
 
幼児期から小中高までの教育のつながりを充実させます。幼・保・小・中・高の相互の恒常的で

双方向的な連携を実施し、小学校１年生にみられる「小１プロブレム（注１）」、中学校１年生での

「中１ギャップ（注２）」の改善・解決に力を入れていきます。 
●	 幼・保・小連携の推進	 ●	 小・中・高連携の推進	 ●	 幼・保・中・高連携の推進 
 

注 1)	 小 1 プロブレム:	基本的な生活習慣を身につけないまま入学する子どもたちによって集団生活や授業が成立しない状況	

注 2)	 中 1 	 ギ ャ ッ プ:	中学校に進学した際、環境の変化等に対応できない子どもが引き起こす問題行動の総称	

 
【重点事項６】子ども・子育て支援の推進	  
 
	 全ての子どもが健やかに育つよう、発達段階に応じた質の高い教育・保育を幼稚園・保育所・認

定こども園等が提供できる環境整備をします。 
	 また、地域が子育て中の親子を見守り、支援するとともに、就学児童が放課後等を安全・安心に

過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、総合的な放課後対策を推進します。 
●	 教育・保育の充実	 	 	 	 	 	 ●	 子ども・子育て支援事業の充実 
●	 総合的放課後対策の推進	 	 	 ●	 乳幼児期からの地域との絆づくり 

 
【重点事項７】子どもの貧困対策	  
 
未来を担う全ての子ども達が、その生まれ育った環境に左右されることなく、夢と希望が持てる

社会の実現を目指します。子どもや家庭の孤立を無くし貧困の連鎖を断ち切るために必要に応じた

施策を行います。 
子どもの成長段階における周辺環境・支援者の変化に伴う影響を最小限に抑えるため、子どもに

寄り添う伴走型支援を確立し、早い段階から、その解決や予防を図ります。 
●	 子どもの未来応援計画の推進 

 
【重点事項８】教職員の資質や指導力の向上	  
	

教職員の意欲と力量を向上させるために研修を充実させます。子どもと向き合う時間の確保、心

身の健康保持・増進に努め、学校長のリーダーシップのもと、今日的課題の解決を図ります。	 	 	
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広い教養と深い教育的愛情や高い指導力を身につけた人間性豊かな教職員の育成を図り、資質の	

	

向上に努めます。	

	 	 ●	 教職員研修の実施	 	 	 ●	 服務規律の保持・徹底とメンタルヘルス対策の強化 
●	 教職員の意識改革の推進	 	  

 
【重点事項９】社会の進展に対応した教育の推進	  

 
情報化、国際化など、社会の進展に的確に対応できる基礎的な力を育み、時代が必要とする人材

の育成に努めます。	 	  
●	 新たな学校づくりの推進	 	 	 ●	 ユニバーサルデザイン教育の推進	 	  
●	 環境に配慮した教育の推進	 	  
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市民一人ひとりの生きがいを高める生涯学習・生涯スポーツの推進 

生涯にわたって、いつでも自由に学習機会を選択し、一人ひとりが学ぶことによって、自 
立した豊かで生きがいのある生活を送ることができるよう、また健康で生活できる時間（健康 
寿命）が延伸できるように、学校・家庭・地域社会が相互に連携しながら、それぞれの立場か 
ら実践を促していく生涯学習・生涯スポーツのまちづくりを進めます。 

	  
【重点事項１】明日を担う青少年教育の推進	  

 
青少年が社会の目まぐるしい変化の中で自分を見失わず、思いやり、自立心、正義感などをもっ

た豊かな人間性に支えられ、主体性・創造性をもって人生を歩むことができるよう、時間的にも空

間的にもゆとりのある豊かな環境の中で、心身ともに健全でたくましい人材を育成します。 
 
●	 青少年事業の推進	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 義務教育期から高校期の体験学習の機会提供と支援 
●	 青年期における学習・活動の機会拡充 
 
【重点事項２】生涯学習の推進	  

 
学習ニーズにあわせた出前講座や公民館での各種講座の充実、公民館サークル等への支援により、

学習機会の提供とのバランスのとれた施策を展開します。 
また、国重要文化財に指定された武雄鍋島家洋学関係資料をはじめ、図書館・歴史資料館等を拠

点として、あらゆる世代の人たちが気軽に様々な知識を身につけ、教養を高められる学習環境づく

りに取り組みます。 
個々の芸術・文化活動は、そのまちの個性やイメージを形成する重要な要素ともなり得ることか

ら、その活動を支援します。さらに、人権問題学習会等を通して人権尊重の意識高揚に取り組みま

す。 
 
●	 学習機会の提供	 	 	 	 ●	 重要文化財等企画展の充実	 	 ●	 地域連帯感の醸成 
●	 人権尊重社会の形成	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
【重点事項３】生涯スポーツの推進	  

 
生涯にわたりスポーツを楽しみ、心身の健康増進・体力向上のために、スポーツに関する正しい

知識を習得し、健康的な生活習慣を身につけ、充実したスポーツ活動が実践できるよう、その機会

や情報の提供に努めます。 
 

●	 スポーツ推進委員による生涯スポーツの推進	 	 ●	 基礎体力向上の推進	  
●	 障がい者スポーツの普及推進	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 総合型地域スポーツクラブの活動支援 
●	 トップアスリートとの交流推進	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 各種生涯スポーツ大会の誘致	 	  
●	 スポーツ情報の発信 
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明日につながる伝統文化の継承と多彩な文化の創造 

芸術文化活動については、芸術・文化とのふれあい、創作活動への参加など市民の欲求が高 
まってきており、それらの活動を積極的に支援します。 
また、地域の自然や風土の中で育み継承してきた多様な文化や資源を保存・継承、育成し、 

まちの個性豊かな文化活動を支援するとともに、芸術文化の振興、文化財の保護・活用、文化 
交流の推進に努め、魅力ある市民文化の創造を目指します。 

 
 
【重点事項１】市民文化の振興と継承	  

 
歴史や風土に育まれた多様な文化や伝統を守り、さらなる発展と向上を図るとともに、自ら参加

し創造する文化活動の育成・支援を行います。 
また、優れた芸術文化を鑑賞する機会の提供や、市民が参加し創造する文化の振興に取り組みま

す。さらに、子どもたちの豊かな人間性や多様な個性を育むため、優れた芸術文化にふれ、豊かな

情操を養い、実践する機会を積極的に提供します。 
 

●	 文化活動の育成・推進	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 芸術文化事業の充実 
 
 
【重点事項２】文化財の保護・伝承と活用	  
	  
市内には、学術的に価値の高い遺跡や歴史上重要な資料等の文化財が数多く残されており、これ

ら文化財の保護・整備・活用を行います。 
地域に根ざした民俗芸能の継承と発展を支援し、武雄らしい風土（歴史的環境）を守るとともに、

歴史の息づくまちづくりを進めます。特に史跡おつぼ山神籠石においては、史跡の価値を高め、確

実に保存継承していくために、保存整備計画に基づいた整備を進めます。 
また、国重要文化財に指定された武雄鍋島洋学家関係資料は、本市が誇れる歴史資料であり、文

化庁の指導のもと、適正な調査・管理・保存に努めます。 
市民自らが文化財に対する理解を深める文化財保護思想の醸成・高揚を図り、土地開発と埋蔵文

化財の保護との調整に努めます。 
武雄における古陶磁の調査研究・活用を推進するために古武雄再発見プロジェクト会議を開催し、

具体的事業として、陶片を中心とした出土遺物の再整理に取り組みます。 
 
●	 国・県・市指定史跡等の環境維持と活用	 	 ●	 史跡おつぼ山神籠石の整備 
●	 無形民俗文化財の支援と発表会の充実	 	 	 ●	 文化財資料の調査と指定 
●	 開発と埋蔵文化財保護との調整	 	 	 	 	 	 ●	 古武雄再発見の取り組み 
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豊かな学びを支える教育環境の整備 

子どもたちの健やかな成長のために、安全・安心な教育環境のもと、学校・家庭・地域社 
会が一体となった教育に取り組みます。また、誰もが安心して学べる教育施設づくりに努め 
ます。 

 
 
【重点事項１】安全・安心な教育環境の整備	  

 
安全・安心な子育て環境を充実させるため、教育委員会・学校・家庭・地域が一体となった教育

環境を整備します。 
情報モラル育成教育の充実、家庭・地域社会への啓発活動を行いながら、子どもが安心して生活

できる環境づくりを行います。 
また、想定にとらわれない危機予測・回避能力を身につけさせるよう安全教育の充実を図ります。 

 
●	 安全・安心な環境づくり	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 安全教育の徹底 

 
 
【重点事項２】教育施設・設備の充実	  

 
学校施設は、子どもが安心して快適に過ごすことができ、地域住民の様々な活動や災害時の応急

避難場所としての機能も果たせるよう計画的な整備を進めます。 
また、既存の施設についても、定期的に危険箇所や劣化の状況などを点検し、教育環境の整備・

向上に努めます。 
公民館やスポーツ施設、図書館などの社会教育施設についても、誰もが快適で利用しやすいもの

となるよう、ユニバーサルデザインに配慮した施設づくりに努めます。 
 

●	 教育施設・設備の点検、整備	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 安全・安心な学校づくり 
●	 安心して学べる快適な社会教育施設づくり	 	 	 ●	 子育て支援のできる図書館づくり 
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協働する市民総参加による教育の推進 
保護者やＰＴＡ・育友会、地域の各機関や団体が連携した一体的な学校経営が伝統的に展開 

され、学校への支援がなされてきました。この地域の教育力を得たダイナミックな教育活動が 
求められており、学校教育への支援にとどまらず、次代を担う青少年の育成にも市民が協働し 
ていく気運を高めていきます。 
また、市民挙げての武雄市教育を推進するためには、教育委員会と市民の皆様との情報の共 

有化が必要です。そこで、教育委員会ホームページなどを利用して、積極的な情報公開を行い、 
より地域に密着した教育委員会活動の推進を図ります。 

 
【重点事項１】地域のよさや伝統を生かした教育の推進	  

 
武雄市を誇りに思い、郷土を愛する気持ちを育てるために、地域の「人」「もの」「伝統行事」「自

然」「歴史」「産物」などについて、あらゆる機会を通じて学ぶことを積極的に推進していきます。 
また、これらを通じて地域の活性化・教育力の向上に努めます。 

 
●	 地域を生かした教育活動の推進	 	 	 ●	 地域に根ざした学校運営の推進 
●	 地域文化の継承と文化財保護意識の高揚 

 
【重点事項２】学校・家庭・地域・諸機関・事業所などとの連携の推進	  

 
学校は、地域の皆様や関係機関、施設などとの連携や交流を図りながら、開かれた学校づくりに

努めます。 
学校運営協議会を活用し、学校運営や教育活動など保護者や地域の皆様の意見が反映できる強固

な協力体制を築きます。 
市内の企業・事業所や各種団体・グループからの支援をお願いし、子どもの育みに関わる協働意

識の高揚に努めます。	

また、市内外の企業・事業所などの理解と協力を得て、キャリア教育を推進し、子どもたちが、

主体的に進路選択ができる力を育てていきます。	

 
●	 学校教育活動の公開	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 地域、関係機関との連携強化 
●	 コミュニティスクールの推進	 	 	 	 ●	 キャリア教育の推進 

 
【重点事項３】教育委員会の積極的な情報公開	  
	

教育委員会や各町公民館などが行う事業の新鮮な情報発信、教育委員会会議の内容及び前年度の

評価結果など、積極的に情報を公開します。	

 
●	 教育委員会の会議の公開	 	 	 	 	 	 ●	 公民館活動の積極的な公開 
●	 教育委員会の点検評価 


